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安
心
し
て
生
活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を

自
殺
予
防
対
策
の
強
化

　
保
育
の
充
実

保
谷　

清
子
︵
共
産
︶

放
射
線
副
読
本
は
原
発
の
危
険
隠
し

市
民
に
役
立
つ
冊
子
を
つ
く
れ安

斉　

慎
一
郎
︵
共
産
︶

自
殺
予
防
対
策
の
強
化
を

我
が
国
は
13
年
連
続
で

自
殺
者
が
３
万
人
を
超
え
る
異

常
な
事
態
が
続
い
て
い
る
。
市

で
は
、
平
成
13
年
か
ら
の
９
年

間
で
自
殺
さ
れ
た
方
は
約
300
人

に
上
る
。
自
殺
予
防
対
策
・
生

き
る
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

担
当
課
を
中
心
に
「
生

き
る
支
援
連
絡
会
」
を
設
置
し
、

自
殺
予
防
研
修
・
啓
発
・
講
演

会
等
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
な
る
人
材
育
成
・

普
及
啓
発
活
動
・
自
死
遺
族
へ

の
支
援
を
求
め
る
。

保
育
行
政
の
充
実
を

「
子
ど
も
・
子
育
て
新

シ
ス
テ
ム
」
は
、
保
育
に
対
す

る
自
治
体
の
関
与
が
弱
め
ら
れ
、

国
と
自
治
体
の
責
任
を
解
体
し

て
し
ま
う
。
見
解
を
問
う
。

自
治
体
の
関
与
が
弱
ま

る
と
懸
念
す
る
声
も
あ
る
と
聞

く
。
国
の
動
向
を
注
視
し
た
い
。

特
別
な
配
慮
を
必
要
と

す
る
子
ど
も
が
増
え
る
な
ど
、

保
育
士
の
役
割
が
年
々
増
え
仕

事
が
多
忙
を
き
わ
め
て
い
る
。

保
育
士
の
「
労
働
実
態
調
査
」

を
求
め
る
。

保
育
園
と
の
懇
談
を
通

し
て
意
思
の
疎
通
を
深
め
、
課

題
を
つ
か
ん
で
い
く
。

負
担
の
公
平
性
の
観
点

か
ら
、
認
可
外
保
育
施
設
入
所

の
保
護
者
へ
の
さ
ら
な
る
助
成

金
の
増
額
を
求
め
る
。

市
の
財
政
状
況
を
勘
案

し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

文
部
科
学
省
が
10
月
に

発
行
し
た
小
・
中
・
高
校
生
向

け
の
「
放
射
線
副
読
本
」
は
、

放
射
線
が
医
療
や
農
業
、
工
業

な
ど
で
役
に
立
っ
て
い
る
こ
と

だ
け
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、

暫
定
基
準
や
福
島
第
一
原
発
の

事
故
に
は
触
れ
て
い
な
い
。「
原

子
力
発
電
所
な
ど
の
事
故
で
、

放
射
性
物
質
が
風
に
乗
っ
て
飛

ん
で
く
る
こ
と
が
あ
る
」
と
し

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
厚
生
労

働
省
の
妊
産
婦
向
け
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
同
様
、
安
全
神
話
の
立

場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
市
独

自
の
冊
子
を
つ
く
れ
。

今
後
調
査
研
究
す
る
。

市
は
、
１
千
㎡
以
上
の

公
園
18
カ
所
の
放
射
線
量
を
測

定
し
た
と
こ
ろ
年
間
１
ミ
リ
シ

ー
ベ
ル
ト
以
内
で
あ
っ
た
こ
と

を
公
表
し
た
。
し
か
し
、
低
年

齢
の
子
ど
も
が
遊
ぶ
小
さ
な
公

園
こ
そ
測
定
し
て
ほ
し
い
と
い

う
声
が
あ
る
。

公
園
の
臨
時
測
定
は
今

後
も
続
け
る
。
市
民
要
望
は
受

け
と
め
て
い
く
。

中
学
校
公
民
・
歴
史
教

科
書
の
採
択
の
流
れ
を
問
う
。

　
　
　
　
　
　

教
科
書

採
択
は
、
法
律
や
要
綱
に
の
っ

と
り
行
っ
た
。
全
教
職
員
と
調

査
部
会
の
調
査
研
究
、
市
民
意

見
を
踏
ま
え
た
採
択
資
料
作
成

委
員
会
の
答
申
を
受
け
、
教
育

委
員
会
は
、
み
ず
か
ら
の
責
任

と
権
限
に
お
い
て
専
門
的
な
立

場
か
ら
、
適
正
か
つ
公
正
・
公

平
に
教
科
書
採
択
を
行
っ
た
。

問
質

見
意

弁
答

弁
答

弁
答

弁
答

問
質

問
質

長
市

問
質

問
質

問
質

問
質

長
部教

育
長
職
務
代
理
者

東
京
都
人
事
委
員
会
の
勧
告

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
一
般
職
の

職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
こ
と

に
つ
い
て
審
議
を
行
う
た
め
、

11
月
29
日
に
第
２
回
臨
時
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
案
件
に

つ
い
て
は
、
同
日
、
企
画
総
務

委
員
会
を
開
催
し
、
同
委
員
会

に
付
託
さ
れ
、
審
査
を
行
い
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
審
査

の
内
容
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」

【
説
明
】
公
民
較
差
相
当
分
の

０
・
24
％
を
解
消
す
る
た
め
給

料
月
額
を
引
き
下
げ
る
と
し
た

昨
年
の
11
月
８
日
に
議
員
研

修
会
を
全
議
員
対
象
に
開
催
い

た
し
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
会
は
、
北
海
道

栗
山
町
議
会
サ
ポ
ー
タ
ー
、
第

30
次
地
方
制
度
調
査
会
委
員
、

全
国
町
村
議
長
会
研
究
会
委
員

な
ど
に
就
任
し
活
躍
さ
れ
て
い

る
、
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
教

授
の
江
藤
俊
昭
先
生
を
お
招
き

し
、
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
研
修
会
で
は
最
近
の
地
方

議
会
を
取
り
巻
く
環
境
や
、
議

会
改
革
の
動
向
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
事
例
の
紹
介
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
議
員
か
ら
も
活
発

な
質
疑
応
答
が
交
わ
さ
れ
充
実

し
た
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

西
東
京
市
議
会
で
は
、
議
員

の
資
質
向
上
と
政
策
立
案
の
た

め
、
こ
の
よ
う
な
「
議
員
研
修

会
」
を
随
時
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
研
修
の
内
容
は
、
引

き
続
き
、
市
民
の
皆
様
に
も
ご

報
告
し
て
ま
い
り
ま
す
。

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
東
京
都
と
同
様

に
、
西
東
京
市
一
般
職
員
の
給

料
月
額
を
引
き
下
げ
る
た
め
の

改
正
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
職
員
１
人
当

た
り
の
年
収
で
平
均
１
万
６
千

円
程
度
の
減
額
、
全
体
と
し
て

１
千
700
万
円
程
度
の
減
額
と
な

る
見
込
み
で
あ
る
。

【
主
な
質
疑
等
】

問　

給
与
改
定
は
東
京
都
の
勧

告
に
準
拠
し
た
と
あ
る
が
、
三

多
摩
各
市
の
状
況
は
ど
う
か
。

答　

協
議
中
の
自
治
体
も
あ
る

が
、
ほ
ぼ
東
京
都
と
同
じ
状
況

で
あ
る
。

問　

東
京
都
人
事
委
員
会
が
行

う
民
間
企
業
の
給
与
調
査
の
方

法
は
。

答　

以
前
は
、
100
人
規
模
、
今

回
は
50
人
規
模
の
都
内
全
域
の

事
業
所
が
調
査
の
対
象
で
あ
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

 

（
一
部
退
席
）

以
上
の
審
査
を
踏
ま
え
、
本

会
議
で
採
決
の
結
果
、「
西
東

京
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」
は
、「
賛
成
多
数
」

で
可
決
し
、
平
成
23
年
12
月
支

給
分
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

 

会
員
委
務
総
画
企

ら

か

議

審

の

会

時

臨

地
方
議
会
改
革
の
最
前
線
と
課
題

議
員
研
修
会
の
開
催

議
員
研
修
会
の
開
催

議会ＮＥＷＳ議会ＮＥＷＳ

１ 陳情の提出期限が一部変更になります

２ 代 表 質 問 の 方 法 を 変 更 し ま す

平成24年第１回定例会から、議会に提出する陳情の締切日を一部
変更します。定例会初日の１週間前までに提出されたものは、その定
例会の会期中に審査されます。それ以降に提出されたものは、定例会
終了後の審査となります。土・日・祝日の関係で変更になる場合もあ
りますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

市長の施政方針に対する各会派代表者による代表質問（第１回定
例会のみ）の方法を次のように変更します。

第１日目

第２日目

第３日目

第４日目

第５日目

市長の施政方針 ほか

代表質問

一般質問

一般質問

一般質問
「施政方針」とは、市長が市政運営の基本方針について所信を述べること。
「代表質問」とは、各会派代表者が、市長の施政方針等に対し質問をすること。
「一般質問」とは、各議員が、市政全般について市長等に質問すること。

（変更内容）

請願（陳情）を提出される方へのお知らせ
請願（陳情）の審査をするために、文書表を作成します。この文書
表には、受理番号、請願（陳情）者の住所および氏名、請願（陳情）事
項、趣旨（理由）、紹介議員の氏名（請願のみ）、受理年月日が記載さ
れます。なお、送り仮名や用字・用語等の表記は変更する場合があ
ります。
受理した請願（陳情）のうち、議会で審査される案件は、文書表と
して、議員、傍聴者に配付される他、会議録（冊子）にも掲載されま
す（会議録は、市内各図書館や両庁舎情報公開コーナーでご覧にな
れます）。

市長の施政方針　ほか

代表質問
※会派に属さない議員（無所
属議員）は一般質問を行う




